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吹 田 市 





報告第 ４ 号 公益財団法人吹田市文化振興事業団の経営状況について ５ －

報告第 ５ 号 公益財団法人吹田市国際交流協会の経営状況について ５７ －

報告第 ６ 号 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団の経営状況について ９９ －

報告第 ７ 号 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団の経営状況について １３３ －

報告第 ８ 号 公益財団法人千里リサイクルプラザの経営状況について １６５ －

報告第 ９ 号
専決処分報告
吹田市市税条例の一部を改正する条例の制定について

２０５ ５

議案第 ４４ 号
退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の一部を改正す
る条例等の一部を改正する条例の制定について

２０９ １５

議案第 ４５ 号
吹田市立スポーツグラウンド条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

２１１ １９

議案第 ４６ 号

予算で定める重要な資産の取得及び処分、議会の同意を要する賠
償責任の免除並びに議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等
について定める条例及び吹田市監査委員に関する条例の一部を改
正する条例の制定について

２１３ ２３

議案第 ４７ 号 吹田市介護老人保健施設条例を廃止する条例の制定について ２１５ ２５

議案第 ４８ 号
吹田市立男女共同参画センター大規模改修工事（建築工事）請負
契約の締結について

２１７ ２７

議案第 ４９ 号
吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策１期ほか工事（建築工
事）請負契約の締結について

２１９ ３５

議案第 ５０ 号
吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策１期工事（建築工事）請
負契約の締結について

２２３ ４５

議案第 ５１ 号
吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）及び吹田市
立古江台中学校昇降機設置工事（建築工事）請負契約の締結につ
いて

２２５ ５５

議案第 ５２ 号
吹田市立自然の家大規模改修工事（建築工事）請負契約の締結に
ついて

２２９ ６３

議案第 ５３ 号 吹田市中消防庁舎解体撤去工事請負契約の一部変更について ２３１ ７５

議案第 ５４ 号
吹田市立千里第三小学校昇降機棟増築及び旧千里山西デイサービ
スセンター大規模改修ほか工事（建築工事）請負契約の一部変更
について

２３３ ７７

議案第 ５５ 号
吹田市吹一地区公民館及び吹田市吹一地区高齢者いこいの間建設
工事（建築工事）請負契約の一部変更について

２３５ ７９

議案第 ５６ 号
吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事（建築工
事）請負契約の一部変更について

２３７ ８１

議案第 ５７ 号
重文旧西尾家住宅主屋ほか６棟建造物保存修理工事（Ⅰ期工事）
請負契約の一部変更について

２３９ ８３

議案第 ５８ 号 吹田市立青山台小学校厨房用備品購入契約の締結について ２４１ ８５

議案第 ５９ 号 小学校用ＧＩＧＡ端末ｉＰａｄ購入契約の締結について ２４３ ８９

議案第 ６０ 号 吹田市介護老人保健施設の指定管理者の指定期間の変更について ２４５ ９５

議案第 ６１ 号
大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議につ
いて

２４７ ９７

議案第 ６２ 号
大阪広域水道企業団が共同処理する事務の変更に関する協議につ
いて

２４９ ９９

議案第 ６３ 号 令和８年度吹田市一般会計補正予算（第１号） ２５１ １０１

議事番号 事　　　　件　　　　名
議案書
ページ

参考資料
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税
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吹
田
市
市
税
条
例
新
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旧
対
照
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は
改
正
箇
所

 

旧
 

新
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
）

 

第
３
６
条

 
軽
自
動
車
税
は
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
、
当
該
軽
自
動
車
の
取
得
者
に
環
境

性
能
割
に
よ
り
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
２
輪
の
小
型
自
動
車

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
者

に
種
別
割
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
課
す
る
。

 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
に
は
、
製
造
に
よ
り
３
輪
以
上
の
軽
自
動

車
を
取
得
し
た
自
動
車
製
造
業
者
、
販
売
の
た
め
に
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
自
動
車

販
売
業
者
そ
の
他
運
行
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５
号
）
第
２
条
第
５
項

に
規
定
す
る
運
行
を
い
う
。
次
条
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
目
的
に
供
す
る
た
め
に
３

輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
と
し
て
政
令
に
定
め
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

 

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
し
課
税
）

 

第
３
６
条
の
２

 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留
保

し
て
い
る
場
合
に
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
買
主
を
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

の
取
得
者
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
当
該
売
買
契
約

に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買
主
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

 

２
 
製
造
に
よ
る
取
得
そ
の
他
の
前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
取
得
に
係
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に

つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
６
０
条
第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
以
下

「
車
両
番
号
の
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
（
当
該
車
両
番
号
の
指
定
前
に
前
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
前
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
自
動
車
製
造
業
者
等
を
３

輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。

 

３
 
法
の
施
行
地
外
で
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
軽
自
動
車
を
市
内
に
持
ち

込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
当
該
運
行
の
用
に
供
す
る
者
を
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

 

 

 

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
）

 

第
３
６
条

 
軽
自
動
車
税
は
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
及
び
２
輪
の
小

型
自
動
車
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課

す
る
。

 

      

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
し
課
税
）

 

第
３
６
条
の
２

 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留
保

し
て
い
る
場
合
に
は
、
買
主
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。

当
該
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買
主
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

 

 

報
告
第
９
号
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(
 
2 
) 

 
 

 
 
は
改
正
箇
所

 

旧
 

新
 

 

の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。

 

（
環
境
性
能
割
の
課
税
免
除
）

 

第
３
６
条
の
２
の
２

 
人
道
的
支
援
活
動
そ
の
他
公
益
上
必
要
な
活
動
を
行
う
者
と
し
て
規
則
で
定

め
る
者
が
取
得
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
は
、
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。

 

（
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
）

 

第
３
６
条
の
３

 
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
の
た
め
に
通
常
要

す
る
価
額
と
し
て
総
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
（
第
３
６
条
の
６
に
お
い

て
「
通
常
の
取
得
価
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

 

（
環
境
性
能
割
の
税
率
）

 

第
３
６
条
の
４

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の
税

率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

 

⑴
 
法
第
４
５
１
条
第
１
項
（
同
条
第
４
項
及
び
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

 
1
0
0
分
の
１

 

⑵
 
法
第
４
５
１
条
第
２
項
（
同
条
第
４
項
及
び
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

 
1
0
0
分
の
２

 

⑶
 
法
第
４
５
１
条
第
３
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

 
1
0
0
分
の
３

 

（
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）

 

第
３
６
条
の
５

 
当
分
の
間
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
あ
つ
て
、
営
業
用
の
も
の
に
対
し
て
課
す

る
環
境
性
能
割
の
税
率
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

 

⑴
 
法
第
４
５
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

 
1
0
0
分
の

0
.
5
 

⑵
 
法
第
４
５
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

 
1
0
0
分
の
１

 

⑶
 
法
第
４
５
１
条
第
３
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

 
1
0
0
分
の
２

 

２
 
当
分
の
間
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
あ
つ
て
、
自
家
用
の
も
の
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能

割
の
税
率
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
率
と
す
る
。
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(
 
3 
) 

 
 

 
 
は
改
正
箇
所

 

旧
 

新
 

 

⑴
 
法
第
４
５
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

 
1
0
0
分
の
１

 

⑵
 
法
第
４
５
１
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

 
1
0
0
分
の
２

 

（
環
境
性
能
割
の
免
税
点
）

 

第
３
６
条
の
６

 
通
常
の
取
得
価
額
が

5
0
0
,
0
0
0
円
以
下
で
あ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て

は
、
環
境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。

 

（
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
）

 

第
３
６
条
の
７

 
環
境
性
能
割
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
。

 

（
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
）

 

第
３
６
条
の
８

 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
総
務
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
市
長

に
申
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
し
た
税
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

⑴
 
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

 
当
該
車
両
番
号
の
指
定
の
時

 

⑵
 
前
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
以
外
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
、
道
路
運
送
車
両

法
第
６
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
記
入
を
受
け
る
べ
き
３
輪
以
上
の
軽
自

動
車

 
当
該
記
入
を
受
け
る
べ
き
事
由
が
あ
つ
た
日
か
ら
１
５
日
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
前

に
当
該
記
入
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
記
入
の
時
）

 

⑶
 
前
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
以
外
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

 
当
該
軽
自
動
車

の
取
得
の
日
か
ら
１
５
日
を
経
過
す
る
日

 

２
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
以
外
の
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
総
務
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
、

当
該
軽
自
動
車
に
つ
い
て
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事

由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

1
0
0
,
0
0
0
円
以
下
の
過
料
を
科

す
る
。

 

（
環
境
性
能
割
の
申
告
等
の
特
例
）

 

第
３
６
条
の
９

 
当
分
の
間
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
及
び
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
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(
 
4 
) 

 
 

 
 
は
改
正
箇
所

 

旧
 

新
 

 

る
報
告
書
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
阪
府
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）

 

第
３
６
条
の
１
０

 
当
分
の
間
、
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
大
阪
府
が
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
種
別
割
の
課
税
免
除
）

 

第
３
６
条
の
１
１

 
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
は
、
種
別
割
を
課
さ
な
い
。

 

⑴
 
商
品
で
あ
る
軽
自
動
車
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
７
３
条
第
１
項
の
車
両
番
号
標

又
は
第
４
２
条
第
１
項
の
標
識
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の

 

⑵
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

 （
種
別
割
の
税
率
）

 

第
３
７
条

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税
率
は
、
１
台
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

⑴
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

⑷
 

（
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）

 

第
３
７
条
の
２

 
当
分
の
間
、
法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対

し
て
課
す
る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
車
両
番
号
の
指
定
（
次
条
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指

定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
１
４
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年

度
分
の
種
別
割
の
税
率
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

⑴
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

⑸
 

第
３
７
条
の
３

 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る

 

    

 （
軽
自
動
車
税
の
課
税
免
除
）

 

第
３
６
条
の
３

 
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
は
、
軽
自
動
車
税
を
課
さ
な
い
。

 

⑴
 
商
品
で
あ
る
軽
自
動
車
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法

（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
８
５

号
）
第
７
３
条
第
１
項
の
車
両
番
号
標
又
は
第
４
２
条
第
１
項
の
標
識
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
も
の

 

⑵
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
）

 

第
３
７
条

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、
１
台
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

⑴
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

⑷
 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

 

第
３
７
条
の
２

 
当
分
の
間
、
法
附
則
第
３
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対

し
て
課
す
る
当
該
軽
自
動
車
が
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
６
０
条
第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る

車
両
番
号
の
指
定
（
次
条
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起

算
し
て
１
４
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、
前
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

⑴
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

⑸
 

第
３
７
条
の
３

 
法
附
則
第
３
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る

 

～ 

～ 

～ 

～ 
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は
改
正
箇
所

 

旧
 

新
 

 

種
別
割
の
税
率
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の

間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す

る
年
度
の
翌
年
度
分
の
種
別
割
に
限
り
、
第
３
７
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

⑴
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

⑸
 

２
 
法
附
則
第
３
０
条
第
３
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税

率
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車

両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
分
の
種
別
割
に
限
り
、
第
３
７
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

⑴
 

⑵
 

３
 
法
附
則
第
３
０
条
第
４
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税

率
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初
回
車

両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
分
の
種
別
割
に
限
り
、
第
３
７
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

⑴
 
３
輪
の
軽
自
動
車

 
年
額

3
,
0
0
0
円

 

⑵
 
４
輪
以
上
の
軽
自
動
車

 
年
額

5
,
2
0
0
円

 

（
種
別
割
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）

 

第
３
８
条

 
種
別
割
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。

 

２
 
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
同
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。

 

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
）

 

第
３
９
条

 
種
別
割
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
。

 

 

 

軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
１
０
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日

の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
第
３
７
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

⑴
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

⑸
 

２
 
法
附
則
第
３
０
条
第
３
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税

の
税
率
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
初

回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
８
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
第
３
７
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

⑴
 

⑵
 

        （
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）

 

第
３
８
条

 
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。

 

２
 
軽
自
動
車
税
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
同
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。

 

（
軽
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
）

 

第
３
９
条

 
軽
自
動
車
税
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
。

 

 

～ 

～ 

－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－
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新
 

 

（
種
別
割
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）

 

第
４
０
条

 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用
者
（
以
下
こ
の
章
に

 

お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
と
な
つ
た
と

き
、
又
は
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
吹
田
市
内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
が

生
じ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
総
務
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
法
第
４
４
５
条
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
課
さ
れ
な
い
者
が
種
別
割
を
課
さ
れ
る
こ
と

と
な
つ
た
場
合
又
は
第
３
６
条
の
１
１
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
種
別

割
を
免
除
さ
れ
た
軽
自
動
車
等
が
種
別
割
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様

と
す
る
。

 

２
 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な

く
な
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
吹
田
市
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き

は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、
総
務
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
市
長
に
申

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

４
 
第
３
６
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
等
の
売
主
は
、
市
長
か
ら
当
該
軽
自
動
車
等
の

買
主
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
請

求
が
あ
つ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

⑴
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

⑸
 

５
 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
又
は
第
３
６
条
の
２
第
１
項
に
規
定

す
る
軽
自
動
車
等
の
売
主
が
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て

正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

1
0
0
,
0
0
0

円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

 

（
軽
自
動
車
税
の
減
免
）

 

 

 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）

 

第
４
０
条

 
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用
者
（
以
下
こ
の

章
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
と
な
つ

た
と
き
、
又
は
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
吹
田
市
内
に
所
在
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事

由
が
生
じ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
、
総
務
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
市
長
に
申
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
法
第
４
４
５
条
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
課
さ
れ
な
い
者
が
軽
自
動
車
税
を

課
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
又
は
第
３
６
条
の
３
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
免
除
さ
れ
た
軽
自
動
車
等
が
軽
自
動
車
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
場

合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

 

２
 
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等

で
な
く
な
つ
た
と
き
、
又
は
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
吹
田
市
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と

き
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、
総
務
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
市
長
に

申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

４
 
第
３
６
条
の
２
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
等
の
売
主
は
、
市
長
か
ら
当
該
軽
自
動
車
等
の
買
主
の

住
所
又
は
居
所
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
が
あ

つ
た
日
か
ら
１
５
日
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

⑴
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

⑸
 

５
 
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
又
は
第
３
６
条
の
２
に
規
定
す

る
軽
自
動
車
等
の
売
主
が
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正

当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

1
0
0
,
0
0
0
円

以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

 

（
軽
自
動
車
税
の
減
免
）

 

 

～ 

～ 

10



(
 
7 
) 

 
 

 
 
は
改
正
箇
所

 

旧
 

新
 

 第
４
１
条

 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
環
境
性
能
割
（
第
３
６
条
の
１
０
の
規
定
に
よ
り
賦
課
徴
収
を
行
う
環
境
性
能
割
を

 

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
種
別
割
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

⑴
 

⑵
 

２
 
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
第
３
６
条
の
８
第
１
項
に
規
定
す
る
申
告
納
付

期
限
ま
で
に
、
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
当
該
年
度
中
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
種
別
割
の
納
税
証
明
書
の
交
付
）

 

第
４
８
条

 
市
長
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は

２
輪
の
小
型
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
現
に
種
別
割
の
滞
納
が
な
い
場
合
、
又
は
そ
の
滞
納
が
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
検
査
対
象
軽
自
動
車
等
に
係
る
種
別
割
の
納
税
義
務
者
の
申

請
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
証
す
る
証
明
書
を
当
該
納
税
義
務
者
に
交
付
す
る
。

 

  

 第
４
１
条

 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

⑴
 

⑵
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
中
に
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

   （
軽
自
動
車
税
の
納
税
証
明
書
の
交
付
）

 

第
４
８
条

 
市
長
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
５
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は

２
輪
の
小
型
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
検
査
対
象
軽
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
現
に
軽
自
動
車
税
の
滞
納
が
な
い
場
合
、
又
は
そ
の
滞
納
が
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
検
査
対
象
軽
自
動
車
等
に
係
る
軽
自
動
車
税
の
納
税
義

務
者
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
証
す
る
証
明
書
を
当
該
納
税
義
務
者
に
交
付
す
る
。

 

 

 

－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－
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報告第９号参考資料 

税務部市民税課 

 

吹田市市税条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号、令和８年（2026 年）３月 31 日公

布）により地方税法の一部が改正されたことに伴い、令和８年度（2026年度）軽自動車税の課

税を適切に行う必要があるため、市税条例の一部を改正したものです。 

 

２ 改正の内容 

(1)  軽自動車税（環境性能割）の廃止 

軽自動車税（環境性能割）を廃止し、軽自動車税（種別割）を軽自動車税へ名称を変更   

しました。 

 

(2)  軽自動車税のグリーン化特例の延長 

軽自動車税のグリーン化特例が適用される車両の初回車両番号指定日の期限を、令和７ 

年度（2025年度）末から、令和 9年度（2027年度）末に延長しました。 

 

３ 施行期日 

令和８年（2026年）４月１日 

 

４ 改正手続 

本改正については、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第 179条第 1

項の規定により令和８年（2026年）３月 31日付けで専決処分を行いました。 
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14



(
 
1 
) 

 

総
務
部
人
事
室

 

第
１
条
関
係

 

退
隠
料
及
び
遺
族
扶
助
料
の
年
額
の
改
定
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
現
行
・
改
正
案
対
照
表

 

 
 

 
 
は
改
正
箇
所

 

現
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
行

 
改

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
案

 

 

附
 
則

 

（
退
隠
料
等
の
年
額
の
最
低
保
障
）

 

第
３
条

 
退
隠
料
又
は
遺
族
扶
助
料
で
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
の
令
和
７
年
４
月
分
以
降
の
年
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
対
応
す
る

こ
れ
ら
の
右
欄
に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
右
欄
に
掲
げ
る
額
を
も
つ
て
そ
の
年
額

と
す
る
。

 

退
隠
料
又
は
遺
族
扶
助
料

 
金
額

 

退
隠
料

 
1
,
1
8
5
,
9
0
0
円

 

遺
族
扶
助
料

 
8
2
9
,
2
0
0
円

 

（
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
退
隠
料
等
の
年
額
）

 

第
４
条

 
令
和
７
年
３
月
３
１
日
以
前
に
給
与
事
由
の
生
じ
た
前
条
に
規
定
す
る
退
隠
料
又
は
遺
族

扶
助
料
の
同
日
ま
で
の
年
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

 

 

附
 
則

 

（
退
隠
料
等
の
年
額
の
最
低
保
障
）

 

第
３
条

 
退
隠
料
又
は
遺
族
扶
助
料
で
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
の
令
和
８
年
４
月
分
以
降
の
年
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
対
応
す
る

こ
れ
ら
の
右
欄
に
掲
げ
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
右
欄
に
掲
げ
る
額
を
も
つ
て
そ
の
年
額

と
す
る
。

 

退
隠
料
又
は
遺
族
扶
助
料

 
金
額

 

退
隠
料

 
1
,
2
0
8
,
6
0
0
円

 

遺
族
扶
助
料

 
8
4
5
,
1
0
0
円

 

（
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
退
隠
料
等
の
年
額
）

 

第
４
条

 
令
和
８
年
３
月
３
１
日
以
前
に
給
与
事
由
の
生
じ
た
前
条
に
規
定
す
る
退
隠
料
又
は
遺
族

扶
助
料
の
同
日
ま
で
の
年
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

 

議
案
第
４
４
号
参
考
資
料
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(
 
2 
) 

第
２
条
関
係

 

吹
田
市
吏
員
恩
給
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
現
行
・
改
正
案
対
照
表

 

 
 

 
 
は
改
正
箇
所

 

現
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
行

 
改

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
案

 

 

附
 
則

 

（
遺
族
扶
助
料
の
年
額
に
係
る
加
算
の
特
例
）

 

第
５
条

 
吹
田
市
吏
員
恩
給
条
例
（
以
下
「
恩
給
条
例
」
と
い
う
。
）
第
１
７
条
に
規
定
す
る
遺
族

扶
助
料
を
受
け
る
者
が
妻
で
あ
つ
て
、
そ
の
妻
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
年
額
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

 

⑴
 
遺
族
扶
助
料
を
受
け
る
妻
に
よ
り
生
活
を
維
持
し
、
又
は
こ
れ
と
生
計
を
共
に
す
る
吏
員
の

子
（
未
成
年
の
子
及
び
成
年
の
子
（
身
体
又
は
精
神
に
障
害
が
あ
つ
て
生
活
資
料
を
得
る
途
の

な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
遺
族
扶
助
料
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
。
以
下
「
扶
養
遺
族

で
あ
る
子
」
と
い
う
。
）
が
２
人
以
上
あ
る
場
合

 
2
7
9
,
1
0
0
円

 

⑵
 
扶
養
遺
族
で
あ
る
子
が
１
人
あ
る
場
合

 
1
5
9
,
4
0
0
円

 

⑶
 
６
０
歳
以
上
で
あ
る
場
合
（
前
２
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

 
1
5
9
,
0
0
0
円

 

２
 

３
 

 

 

附
 
則

 

（
遺
族
扶
助
料
の
年
額
に
係
る
加
算
の
特
例
）

 

第
５
条

 
吹
田
市
吏
員
恩
給
条
例
（
以
下
「
恩
給
条
例
」
と
い
う
。
）
第
１
７
条
に
規
定
す
る
遺
族

扶
助
料
を
受
け
る
者
が
妻
で
あ
つ
て
、
そ
の
妻
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
年
額
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

 

⑴
 
遺
族
扶
助
料
を
受
け
る
妻
に
よ
り
生
活
を
維
持
し
、
又
は
こ
れ
と
生
計
を
共
に
す
る
吏
員
の

子
（
未
成
年
の
子
及
び
成
年
の
子
（
身
体
又
は
精
神
に
障
害
が
あ
つ
て
生
活
資
料
を
得
る
途
の

な
い
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
遺
族
扶
助
料
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
。
以
下
「
扶
養
遺
族

で
あ
る
子
」
と
い
う
。
）
が
２
人
以
上
あ
る
場
合

 
2
8
4
,
4
0
0
円

 

⑵
 
扶
養
遺
族
で
あ
る
子
が
１
人
あ
る
場
合

 
1
6
2
,
4
0
0
円

 

⑶
 
６
０
歳
以
上
で
あ
る
場
合
（
前
２
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

 
1
6
2
,
0
0
0
円

 

２
 

３
 

 

 

－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－
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議案第４４号参考資料 

総務部人事室 

 

退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例等の

一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の理由 

   恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴い、恩給法に準

じて条例で規定された遺族扶助料の額について、所要の改正をするものです。 

 

２ 改正の内容 

  昭和 37 年（1962 年）11 月 30 日前に退職した職員の遺族に対して支給する遺

族扶助料の最低保障額及び寡婦加算額を次のように改定します。 

（1） 遺族扶助料の最低保障額（年額） 829,200 円→845,100 円 

（2） 寡婦加算額（年額） 159,000 円→162,000 円  

 

３ 施行期日 

公布の日から施行します。（令和 8 年（2026 年）4 月 1 日から適用） 

 

４ 条例改正による影響額 

   18,900 円（年額） 

 

17



18



(
 
1 
) 

 

都
市
魅
力
部
文
化
ス
ポ
ー
ツ
推
進
室

 

吹
田
市
立
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
条
例
現
行
・
改
正
案
対
照
表

 

 
 

 
 
は
改
正
箇
所

 

現
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
行

 
改

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
案

 

 

（
名
称
及
び
位
置
）

 

第
２
条

 
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

⑴
 

⑵
 

⑶
 
吹
田
市
立
高
野
台
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
吹
田
市
高
野
台
５
丁
目
１
番
６
号

 

⑷
 

⑸
 

（
施
設
）

 

第
３
条

 
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
以
下
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
と
い
う
。
）
に
次
の
施
設
を
置
く
。

 

⑴
 
中
の
島
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
野
球
場
、
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
及
び
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

 

⑵
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

⑸
 

  別
表

 

グ
ラ
ウ
ン
ド
使
用
料

 

施
設
の
名
称

 
金
額

 

野
球
場

 
１
時
間
に
つ
き

 
1
,
1
0
0
円

 

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
１
時
間
に
つ
き

 
1
,
0
0
0
円

 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

 
１
時
間
に
つ
き

 
4
2
0
円

 

備
考

 

 

 

 

（
名
称
及
び
位
置
）

 

第
２
条

 
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

⑴
 

⑵
 

⑶
 
吹
田
市
立
高
野
台
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
吹
田
市
高
野
台
５
丁
目
１
番
地
６

 

⑷
 

⑸
 

（
施
設
）

 

第
３
条

 
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
以
下
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
と
い
う
。
）
に
次
の
施
設
を
置
く
。

 

⑴
 
中
の
島
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
及
び
テ
ニ
ス
コ

ー
ト

 

⑵
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

⑸
 

 別
表

 

グ
ラ
ウ
ン
ド
使
用
料

 

施
設
の
名
称

 
金
額

 

野
球
場

 
１
時
間
に
つ
き

 
1
,
1
0
0
円

 

メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
１
時
間
に
つ
き

 
2
,
2
0
0
円

 

サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド

 
１
時
間
に
つ
き

 
1
,
0
0
0
円

 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

 
１
時
間
に
つ
き

 
4
2
0
円

 
 

議
案
第
４
５
号
参
考
資
料

 

～ 

～ 

－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－
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(
 
2 
) 

 
 

 
 
は
改
正
箇
所

 

現
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
行

 
改

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
案

 

 

１
 
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
個
人
で
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
無
料
と
す
る
。

 

２
 

 
 

 
 

 
 

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

３
 
市
長
が
定
め
る
ナ
イ
タ
ー
設
備
の
点
灯
時
間
帯
に
お
い
て
は
、
本
表
使
用
料
の
ほ
か
、

市
長
が
定
め
る
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

 

 

 

備
考

 

１
 
サ
ブ
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
個
人
で
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、
無
料
と
す
る
。

 

２
 

 
 

 
 

 
 

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

３
 
メ
イ
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
つ
い
て
、
半
面
の
み
を
使
用
す
る
と
き
は
、
本
表
及
び
前
項
の

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
使
用
料
及
び
割
増
使
用
料
の
２
分
の
１
の
使
用
料
及
び
割
増
使
用

料
を
徴
収
す
る
。

 

４
 
市
長
が
定
め
る
ナ
イ
タ
ー
設
備
の
点
灯
時
間
帯
に
お
い
て
は
、
本
表
使
用
料
の
ほ
か
、

市
長
が
定
め
る
使
用
料
を
徴
収
す
る
。
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議 案 第 ４ ５ 号 参 考 資 料 

都市魅力部文化スポーツ推進室  

 

 

吹田市立スポーツグラウンド条例の一部改正について 

 

 

１ 理由 

令和７年度（2025年）～令和８年度（2026年度）に実施している中の島公園と中の

島スポーツグラウンドの再整備の一環として、野球場を多種目多目的に利用できるグ

ラウンドに改修することに伴い、施設の名称を変更するものです。 

 

 

２ 一部改正の内容 

  吹田市立スポーツグラウンド条例を改正し、第３条第１号に定める中の島スポーツ

グラウンドに設置する施設のうち、野球場を「メイングラウンド」に、多目的グラウ

ンドを「サブグラウンド」にそれぞれ名称変更し、使用料を設定するものです。 

あわせて、所要の規定整備を行います。 

 

 

３ 施行期日 

  令和８年（2026年）９月１日から施行します。ただし、使用料の設定に係る規定は、

公布の日から施行します。 
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(
 
1 
) 

 

水
道
部
総
務
室
・
監
査
委
員
事
務
局

 

第
１
条
関
係

 

予
算
で
定
め
る
重
要
な
資
産
の
取
得
及
び
処
分
、
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
並
び
に

議
会
の
議
決
を
要
す
る
負
担
付
き
の
寄
附
の
受
領
等
に
つ
い
て
定
め
る
条
例
現
行
・
改
正
案
対
照
表

 

 
 

 
 
は
改
正
箇
所

 

現
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
行

 
改

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
案

 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
２
条

 
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

２
４
３
条
の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
水
道
事
業
又
は
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職

員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責

任
に
係
る
賠
償
額
が

1
,
0
0
0
,
0
0
0
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

 

 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

 

第
２
条

 
法
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

２
４
３
条
の
２
の
９
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
水
道
事
業
又
は
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職

員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責

任
に
係
る
賠
償
額
が

1
,
0
0
0
,
0
0
0
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

 

 

議
案
第
４
６
号
参
考
資
料
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(
 
2 
) 

第
２
条
関
係

 

吹
田
市
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
現
行
・
改
正
案
対
照
表

 

 
 

 
 
は
改
正
箇
所

 

現
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
行

 
改

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
案

 

 

（
請
求
又
は
要
求
に
基
づ
く
監
査
）

 

第
８
条

 
監
査
委
員
は
、
法
第
７
５
条
第
１
項
、
第
９
８
条
第
２
項
、
第
１
９
９
条
第
６
項
若
し
く

は
第
７
項
、
第
２
３
５
条
の
２
第
２
項
、
第
２
４
２
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
４
３
条
の
２
の
８

第
３
項
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
。
以
下
「
地
公
企
法
」
と
い

う
。
）
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
地
公
企
法
第
２
７
条
の
２
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
又
は
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
監
査
の
請
求
又
は
要
求
を
受
理

し
た
日
か
ら
７
日
以
内
に
監
査
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

 

 

（
請
求
又
は
要
求
に
基
づ
く
監
査
）

 

第
８
条

 
監
査
委
員
は
、
法
第
７
５
条
第
１
項
、
第
９
８
条
第
２
項
、
第
１
９
９
条
第
６
項
若
し
く

は
第
７
項
、
第
２
３
５
条
の
２
第
２
項
、
第
２
４
２
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
４
３
条
の
２
の
９

第
３
項
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
。
以
下
「
地
公
企
法
」
と
い

う
。
）
第
３
４
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
地
公
企
法
第
２
７
条
の
２
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
又
は
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
監
査
の
請
求
又
は
要
求
を
受
理

し
た
日
か
ら
７
日
以
内
に
監
査
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－
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議案第 47 号参考資料 

福 祉 部 高 齢 福 祉 室 

 

吹田市介護老人保健施設条例の廃止について 

 

１ 廃止の理由 

吹田市介護老人保健施設は、平成 12 年度（2000 年度）の介護保険制度開始に先立ち、

平成４年（1992 年）６月に開設されました。以来 30 年以上にわたり、公的な中間施設

（病院から在宅生活に戻るための施設）の先駆的存在として、医療的ニーズが高い高齢者

や、特別養護老人ホームへの入所待機者の受け皿としての役割も担い、本市の高齢者福祉

の推進に大きく寄与してきました。 

しかしながら、介護保険制度の開始から 20 年以上が経過する中で、民間法人による介

護サービス事業は充実し、市内でも介護老人保健施設、特別養護老人ホームやサービス付

き高齢者向け住宅の増加などにより、公の施設としての役割は低下しています。 

施設の老朽化や利用率の低下を踏まえ、当該施設のあり方を検討した結果、介護老人

保健施設の機能そのものは必要であるものの、その提供主体が公の施設である必要性は低

下していることから、公の施設としては廃止し、事業譲渡を前提に取組を進めることとし

たため、吹田市介護老人保健施設条例を廃止するものです。 

 

２ 施行期日 

   令和９年（2027 年）10 月１日 
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議案第４８号参考資料 

市民部人権政策室 

市民部人権政策室男女共同参画センター 

都市計画部資産経営室 

 
 

吹田市立男女共同参画センター大規模改修工事（建築工事） 

 

１ 請 負 金 額  ３４０，６３７，０００円（税込） 

 

２ 請 負 者  吹田市金田町５番１０号 

 株式会社関根工務店 

            代表取締役 橋本 芳信 

 

３ 別途発注工事 

（１）吹田市立男女共同参画センター大規模改修工事（機械設備工事） 

（２）吹田市立男女共同参画センター大規模改修工事（電気設備工事） 

（３）吹田市立男女共同参画センター大規模改修工事（ガス設備工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 
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株式会社関根工務店

　昭和39年３月１日
（1964年）

　昭和41年６月15日
（1966年）

　昭和46年２月15日
（1971年）

　昭和46年３月９日
（1971年）

　昭和47年９月23日
（1972年）

　昭和47年10月３日
（1972年）

　令和４年８月10日
（2022年）

　令和４年８月10日
（2022年）

　令和７年６月20日
（2025年）

営　業　の　沿　革

創　　　業

創
　
　
業
　
　
後
　
　
の
　
　
沿
　
　
革

株式会社関根工務店に組織変更　　資本金100万円

資本金追加　資本金400万円

資本金追加　資本金1,000万円

資本金追加　資本金1,600万円

資本金追加　資本金2,500万円

大阪府知事許可（特－４）第9251号
土木工事業　建築工事業　塗装工事業　解体工事業

大阪府知事許可（般－４）第9251号　とび・土工工事業
管工事業　舗装工事業　水道施設工事業

大阪府知事許可（般－４）第9251号
管工事業　廃業

（２）
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発注者 請負金額（千円）

74,877 ～

254,343 ～

99,550 ～

（３）

吹田市立竹見台中学校校舎大
規模改造２期及び昇降機設置
工事（建築工事）

吹田市

令和　６年（2024年）５月

令和　７年（2025年）３月

吹田市立総合運動場改修工事
（建築工事）

吹田市

令和　５年（2023年）８月

令和　６年（2024年）３月

工　事　経　歴　書

株 式 会 社 関 根 工 務 店

工　　事　　名 工　　　期

吹田市立高野台中学校昇降機
設置工事（建築工事）

吹田市

令和　７年（2025年）６月

令和　８年（2026年）３月
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（単位    千円） （単位    千円）

１　流動資産 4,521,042 １　営業損益

２　固定資産 11,397,526 　(1)売上高 3,449,299

　(2)売上原価 2,282,641

　　　売上総利益 1,166,658

　　資産合計 15,918,569 　(3)販売費及び一般管理費 207,926

　　　営業利益 958,732

１　流動負債 2,104,388

２　固定負債 5,482,289

２　営業外損益

　　負債合計 7,586,678 　(1)営業外収益 80,451

　(2)営業外費用 60,092

１　資本金 25,000 　　　経常利益 979,091

２　利益剰余金 8,306,890

１　特別利益 19,443

２　特別損失 2,291

　　税引前当期純利益 996,243

　　　純資産合計 8,331,890     法人税、住民税及び事業税 356,886

負債純資産合計 15,918,569 　　当期純利益 639,356

　　

    株式会社 関根工務店  

[資産の部]

損益計算書貸借対照表

[負債の部]

[純資産の部]

（令和７年９月30日現在）

（４）

[経常損益の部]

[特別損益の部]

至　令和７年９月30日

自　令和６年10月１日
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吹
田
市
立
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
大
規
模
改
修
工
事
(
建
築
工
事
)

付
近
見
取
図
　
1
/
1
0
0
0
0

工
事
場
所
:
吹
田
市
出
口
町
２
番
１
号

Ｎ

0
1
00

2
00

30
0

40
0

50
0ｍ

（
５
）
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Ｎ

吹
田

市
立

男
女

共
同

参
画

セ
ン

タ
ー

道
路

凡
例

工
　
事
　
概
　
要

構
造

延
床
面
積

工
事
内
容

改
修

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
 
地

下
1
階

・
地

上
3
階

防
水

改
修

工
事

､
屋

根
改

修
工

事
、

建
具

改
修

工
事

内
装

改
修

工
事

、
外

構
工

事

2
,
8
4
7
㎡

配
置

図
　
1
/
3
0
0

ゆ
ず

り
あ

い

駐
車

区
画

計
画

建
物

を
示

す

10
5

1
5ｍ

0

（
６
）
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0
10

5
15
ｍ

Ｎ

控
室

書
庫

電
気
室

機
械
室

倉
庫

倉
庫

9
,0
00

7,
00
0

7,
0
00

7
,0
0
0

7,
00
0

更
衣
室 37
,0
00

情
報
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー

B
1
F
平
面
図
　
1
/
4
0
0

8,0008,000

UP
DN

U
P

D
N

UP

研
修
室
(
1
)

研
修
室
(
2
)

視
聴
覚
室

事
務
室

会
議
室

会
議
室

倉
庫 9
,0
00

7,
00
0

7
,0
0
0

7,
0
00

7,
00
0

9
,0
00

4
6,
0
00

2,
50
0

2
F
平
面
図
　
1
/
4
0
0

1
F
平
面
図
　
1
/
4
0
0

UP

実
技
研
修
室

保
育
室

生
活
科
学
室

事
務
室

9,
00
0

7
,0
00

7,
0
00

7,
00
0

7
,0
00

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

ホ
ー
ル

4
8,
50
0

和
室

11
,5
00

4
6,
00
0

DN

倉
庫

会
議
室

更
衣
室

事
務
室

事
務
室

事
務
室

9,
0
00

7,
00
0

7
,0
00

7,
00
0

7
,0
00

9,
00
0

8,0008,000

3
F
平
面
図
　
1
/
4
0
0

（
７
）
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屋
上

8,0008,000

46
,0
00

9,
00
0

7
,0
00

7,
00
0

7
,0
00

7,
0
00

9,
00
0

R
F
平
面
図
　
1
/
4
0
0

北
側
立
面
図
　
1
/
4
0
0

0
10

5
15
ｍ

東
側
立
面
図
　
1
/
4
0
0

西
側
立
面
図
　
1
/
4
0
0

Ｎ

南
側
立
面
図
　
1
/
4
0
0

（
８
）
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議案第４９号参考資料 

学校教育部学校管理課  
 
 

吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策１期ほか工事（建築工事） 

 

１ 請 負 金 額  ３１５，５３５，０００円 

 

２ 請 負 者  吹田市原町１丁目４番１３号 

           株式会社エーユー 

            代表取締役 小 川 翔 輝 

 

３ 別途発注工事 

（１）吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策１期ほか工事（電気設備工事） 

（２）吹田市立豊津第一小学校外壁等劣化対策１期ほか工事（機械設備工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 
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株 式 会 社 エ ー ユ ー

昭和４３年　５月　１日
（１９６８年）

昭和４３年　５月　１日
（１９６８年）

昭和５４年　１月　１日
（１９７９年）

昭和５６年１０月１６日
（１９８１年）

昭和５９年　１月１４日
（１９８４年）

昭和５９年１０月１２日
（１９８４年）

平成　２年１２月１０日
（１９９０年）

平成　３年１０月１５日
（１９９１年）

平成　４年　６月　４日
（１９９２年）

平成　４年１０月３０日
（１９９２年）

平成　６年　４月１２日
（１９９４年）

平成　７年　１月１２日
（１９９５年）

平成　７年１２月　１日
（１９９５年）

平成１０年　４月１７日
（１９９８年）

平成１２年１２月　１日
（２０００年）

平成１３年　２月　１日
（２００１年）

平成１４年　７月　５日
（２００２年）

平成１４年１２月１６日
（２００２年）

平成１４年１２月１６日
（２００２年）

平成１５年　３月１４日
（２００３年）

（２）

創
　
　
業
　
　
後
　
　
の
　
　
沿
　
　
革

大阪府知事許可（般－１４）第６８４６９号（園）　一部廃
業

大阪府知事許可（特－１２）第６８４６９号（土）（と）
（石）（鋼）（ほ）（しゅ）（塗）（園）（水）
　　　　　　　（般－１２）（建）

摂津営業所設置

代表取締役　松本哲次　辞任　佐川弘司　就任

大阪支店設置　摂津営業所廃止

大阪府知事許可（特－１４）第６８４６９号（建）（大）
（左）（屋）（タ）（筋）（板）（ガ）（防）（内）（絶）
（具）

営　業　の　沿　革

創　　　業

創業

社名変更　山縣建設から山縣建設工業に変更

大阪府知事許可（般－５６）第６０１３１号（建）

山縣建設工業株式会社　設立

大阪府知事許可（般－５９）第６８４６９号（具）

社名変更　山縣建設工業株式会社から株式会社エーユーに変
更

大阪府知事許可（般－３）第６８４６９号（具）　一部廃業

資本金増額　４，０００万円になる

大阪府知事許可（般－４）第６８４６９号（塗）　業種追加

資本金３，５００万円増額　資本金７，５００万円になる

本店移転　（旧住所）吹田市佐竹台２－５アブール南千里丘
２０２号　（新住所）吹田市岸部南３－２２－１

大阪府知事許可（特－７）第６８４６９号（石）（鋼）
（ほ）（しゅ）（水）

大阪府知事許可（特－１０）第６８４６９号（園）　業種追
加
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平成２５年　２月　４日
（２０１３年）

平成２５年　７月　１日
（２０１３年）

平成３０年　３月３０日
（２０１８年）

平成３０年１２月　７日
（２０１８年）

令和　５年１２月　７日
（２０２３年）

大阪支店廃止
創
　
業
　
後
　
の
　
沿
　
革

本店移転　（旧住所）吹田市岸部南３－２２－１　（新住
所）吹田市原町１－４－１３

代表取締役　佐川弘司　辞任　小川翔輝　就任

大阪府知事許可（特－３０）第６８４６９号（解）　業種追
加

大阪府知事許可（特－５）第６８４６９号（土）（建）
（大）（左）（と）（石）（屋）（タ）（鋼）（筋）（舗）
（しゅ）（板）（ガ）（塗）（防）（内）（絶）（具）
（水）（解）

（３）
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発注者 請負金額（千円）

451,759 ～

182,556 ～

94,323 ～

（４）

令和　６年（２０２４年）　５月

令和　６年（２０２４年）１０月

本庁舎改修工事（建築工事） 吹田市

令和　５年（２０２３年）　３月

令和　７年（２０２５年）　６月

工　事　経　歴　書

株 式 会 社 エ ー ユ ー

工　　事　　名 工　　　期

吹田市立認定こども園佐竹台
幼稚園耐震補強ほか工事（建
築工事）

吹田市

令和　７年（２０２５年）　３月

令和　８年（２０２６年）　２月

吹田市立山田第一小学校屋内
運動場大規模改造工事（建築
工事

吹田市
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（単位　千円） （単位　千円）

１　流動資産 1,263,945 １　営業損益

２　固定資産 6,649 　(1)売上高 1,460,684

0 　(2)売上原価 1,293,908

　　　売上総利益 166,775

　　資産合計 1,270,594 　(3)販売費及び一般管理費 40,800

　　　営業利益 125,975

１　流動負債 590,755

２　固定負債 0

２　営業外損益

　　負債合計 590,755 　(1)営業外収益 5

　(2)営業外費用 954

１　資本金 75,000 　　　経常利益 125,026

２　利益剰余金 604,839

１　特別利益 0

２　特別損失 0

　　税引前当期純利益 125,026

　　純資産合計 679,839     法人税、住民税及び事業税 42,154

　　当期純利益 82,871

　　負債純資産合計 1,270,594

（５）

[資産の部] [経常損益の部]

[負債の部]

[純資産の部]

[特別損益の部]

３　繰延資産

株式会社エーユー

貸借対照表 損益計算書

（令和 7年 8月31日現在）                   自　令和 6年 9月 1日

                  至　令和 7年 8月31日
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議案第５０号参考資料 

学校教育部学校管理課 
 
 

吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策１期工事（建築工事） 
 

１ 請 負 金 額  ２１８，１８５，０００円 

 

２ 請 負 者  吹田市原町１丁目４番１３号 

           エフワイ土木株式会社 

            代表取締役 寺 下 満 

 

３ 別途発注工事 

（１）吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策１期工事（電気設備工事） 

（２）吹田市立山田第三小学校外壁等劣化対策１期工事（機械設備工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 
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エフワイ土木株式会社

昭和４７年１０月１６日
（１９７２年）

昭和４７年１０月１６日
（１９７２年）

昭和４８年　１月１９日
（１９７３年）

昭和４９年　３月１０日
（１９７４年）

平成　３年１２月２４日
（１９９１年）

平成　５年　９月１６日
（１９９３年）

平成　８年１２月　６日
（１９９６年）

平成　９年　１月２０日
（１９９７年）

平成１７年　２月　８日
（２００５年）

平成２０年　７月２５日
（２００８年）

平成２４年　６月３０日
（２０１２年）

平成２４年　６月３０日
（２０１２年）

平成２５年　７月　１日
（２０１３年）

平成２６年１０月１７日
（２０１４年）

平成２７年１２月１４日
（２０１５年）

平成３０年１０月　３日
（２０１８年）

平成３０年１１月１３日
（２０１８年）

令和　６年１０月１５日
（２０２４年）

（２）

大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、内装仕上工事業の
業種追加

資本金　３，０００万円に増資

大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、内装仕上工事業の
業種削除

大阪府吹田市原町１丁目４番１３号に本店を移す

大阪府知事許可（特－２６）第３６２９号　特定建設業取得
土木、とび・大工、舗装工事業

大阪府知事許可（特－２７）第３６２９号　建築、大工、左
官、石、屋根、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、
鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、
熱絶縁、建具、水道施設工事業の業種追加

管工事業の業種削除

解体工事業の業種追加

大阪府知事許可（特－５）第３６２９号　左官、鉄筋、板
金、ガラス、防水、熱絶縁、建具工事業の削除

創
　
　
業
　
　
後
　
　
の
　
　
沿
　
　
革

本店　大阪府大阪市都島区中野町３丁目５番４３号に於いて
三陽土木株式会社として事業開始　資本金５００万円にて設
立

営　業　の　沿　革

創　　　業

大阪府知事許可（般－４７）第３６２９号　土木工事業

三和土木株式会社に商号変更

資本金　１，０００万円に増資

エフワイ土木株式会社に商号変更

建築、とび・土木、舗装工事業の業種追加

大阪府吹田市岸部北３丁目３０番１５号に本店を移す

大阪府吹田市朝日が丘町３４番２２号に本店を移す
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発注者 請負金額（千円）

18,962 ～

127,063 ～

11,819 ～

64,957 ～

工　事　経　歴　書

エ フ ワ イ 土 木 株 式 会 社

工　　事　　名 工　　　期

吹田市立吹田南小学校校舎大
規模改造２期工事（建築工
事）

吹田市

令和　６年（２０２４年）　５月

令和　６年（２０２４年）１１月

安威川公園便所更新工事（建
築工事）

吹田市

令和　６年（２０２４年）　３月

令和　６年（２０２４年）１１月

吹田市立千里第三小学校職員
室改修ほか工事（建築工事）

吹田市

令和　７年（２０２５年）　５月

令和　７年（２０２５年）　９月

阪急関大前駅東自転車駐車場
復旧工事（建築工事）

吹田市

令和　７年（２０２５年）　７月

令和　８年（２０２６年）　４月

（３）
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（単位　円） （単位　円）

１　流動資産 385,578,069 １　営業損益

２　固定資産 35,178,896 　(1)売上高 1,259,001,478

105,000 　(2)売上原価 1,157,372,346

　　　売上総利益 101,629,132

　　資産合計 420,861,965 　(3)販売費及び一般管理費 88,161,424

　　　営業利益 13,467,708

１　流動負債 172,728,100

２　固定負債 0

２　営業外損益

　　負債合計 172,728,100 　(1)営業外収益 2,164,441

　(2)営業外費用 981,792

１　資本金 30,000,000 　　　経常利益 14,650,357

２　利益剰余金 218,133,865

１　特別利益 14,742

２　特別損失 3,300,000

　　税引前当期純利益 11,365,099

　　純資産合計 248,133,865     法人税、住民税及び事業税 5,581,444

　　当期純利益 5,783,655

　　負債純資産合計 420,861,965

エフワイ土木株式会社

貸借対照表 損益計算書

（令和 7年 6月30日現在）                   自　令和 6年 7月 1日

                  至　令和 7年 6月30日

（４）

[資産の部] [経常損益の部]

[負債の部]

[純資産の部]

[特別損益の部]

３　繰延資産
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議案第５１号参考資料 

学校教育部学校管理課 
 
 

吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（建築工事）及び吹田市立古江台中学校昇
降機設置工事（建築工事） 

 

１ 請 負 金 額  ２１８，７９０，０００円 

 

２ 請 負 者  吹田市岸部中１丁目２４番１号 

            株式会社ビック 

             代表取締役 久 須 美 貴 史 

 

３ 別途発注工事 

（１）吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（電気設備工事） 

（２）吹田市立古江台中学校教室改修ほか工事（機械設備工事） 

（３）吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（電気設備工事） 

（４）吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（機械設備工事） 

（５）吹田市立古江台中学校昇降機設置工事（ガス設備工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 
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株 式 会 社 ビ ッ ク

平成　２年　８月２２日
（１９９０年）

平成　２年　８月２２日
（１９９０年）

平成　８年　３月３１日
（１９９６年）

平成１０年　７月　３日
（１９９８年）

平成１１年１０月　１日
（１９９９年）

平成１２年１２月　８日
（２０００年）

平成１３年　４月２５日
（２００１年）

平成１４年　６月１１日
（２００２年）

平成１４年１２月１９日
（２００２年）

平成１５年　３月２４日
（２００３年）

平成１６年　２月２９日
（２００４年）

平成１６年　４月　９日
（２００４年）

平成１９年　７月３１日
（２００７年）

平成２０年　３月１０日
（２００８年）

平成２５年　２月１４日
（２０１３年）

平成２７年　６月１２日
（２０１５年）

平成２８年　６月１０日
（２０１６年）

平成３０年１２月１４日
（２０１８年）

令和　３年　６月１０日
（２０２１年）

（２）

大阪府知事許可更新　（土）（建）（と）（石）（鋼）
（舗）（しゅ）（塗）（水）　特－２４　第１０８９５４号

本店移転　吹田市

大阪府知事許可　（土）（建）（大）（左）（と）（石）
（屋）（タ）（鋼）（筋）（舗）（しゅ）（板）（ガ）
（塗）（防）（内）（熱）（具）（水）　特－２８
第１０８９５４号

大阪府知事許可　（解）　特－３０　第１０８９５４号

大阪府知事許可更新　（土）（建）（大）（左）（と）
（石）（屋）（タ）（鋼）（筋）（舗）（しゅ）（板）
（ガ）（塗）（防）（内）（熱）（具）（水）（解）
特－３　第１０８９５４号

創
　
　
業
　
　
後
　
　
の
　
　
沿
　
　
革

株式会社ビック設立　資本金　３００万円

営　業　の　沿　革

創　　　業

資本金　１，０００万円に増資

大阪府知事許可　土木・建築工事業　般－１０
第１０８９５４号

大阪府知事許可　塗装工事業　般－１１　第１０８９５４号

資本金　１，５００万円に増資

資本金　２，０００万円に増資

資本金　２，５００万円に増資

資本金　４，５００万円に増資

大阪府知事許可　（土）（建）（と）（塗）（防）
特－１４　第１０８９５４号

本店移転　摂津市

大阪府知事許可　（石）（鋼）（舗）（しゅ）（水）
特－１６　第１０８９５４号

廃業　防水工事業

大阪府知事許可　（土）（建）（と）（石）（鋼）（舗）
（しゅ）（塗）（水）　特－１９　第１０８９５４号
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発注者 請負金額（千円）

213,407 ～

224,268 ～

244,891 ～

109,725 ～

26,455 ～

36,278 ～

吹田市立江坂大池小学校校舎
及び吹田市立江坂大池留守家
庭児童育成室増築工事（建築
工事）

吹田市

令和　４年（２０２２年）　７月

令和　５年（２０２３年）１１月

吹田市立千里第三小学校校舎
大規模改造１期工事（建築工
事）

吹田市

令和　５年（２０２３年）　５月

令和　５年（２０２３年）１１月

（３）

工　事　経　歴　書

株 式 会 社 ビ ッ ク

工　　事　　名 工　　　期

大阪府営大東朋来住宅外装吹
替その他工事（第３工区）

大阪府住宅供
給公社

令和　５年（２０２３年）　７月

令和　６年（２０２４年）　３月

鳴尾合同宿舎外壁改修等ほか
１件工事

近畿財務局

令和　６年（２０２４年）　１月

令和　６年（２０２４年）　３月

兵庫教育大学（嬉野台）発達
心理臨床研究センター他外壁
改修工事

国立大学法人
兵庫教育大学

令和　６年（２０２４年）１１月

令和　７年（２０２５年）　３月

大阪教育大学（柏原）体育・
スポーツ棟外壁改修工事

国立大学法人
大阪教育大学

令和　７年（２０２５年）　８月

令和　８年（２０２６年）　３月
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（単位　千円） （単位　千円）

１　流動資産 340,859 １　営業損益

２　固定資産 30,247 　(1)売上高 450,823

0 　(2)売上原価 378,692

　　　売上総利益 72,130

　　資産合計 371,107 　(3)販売費及び一般管理費 69,315

　　　営業利益 2,814

１　流動負債 270,562

２　固定負債 0

２　営業外損益

　　負債合計 270,562 　(1)営業外収益 2,366

　(2)営業外費用 3,671

１　資本金 45,000 　　　経常利益 1,509

２　利益剰余金 55,545

１　特別利益 0

２　特別損失 0

　　税引前当期純利益 1,509

　　純資産合計 100,545     法人税、住民税及び事業税 715

　　当期純利益 793

　　負債純資産合計 371,107

株式会社ビック

貸借対照表 損益計算書

（令和 8年 1月31日現在）                   自　令和 7年 2月 1日

                  至　令和 8年 1月31日

（４）

[資産の部] [経常損益の部]

[負債の部]

[純資産の部]

[特別損益の部]

３　繰延資産
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議案第５２号参考資料 

地域教育部青少年室 

 

 

   吹田市立自然の家大規模改修工事（建築工事）    

 

１ 請負金額  ２０４，７２１，０００円 

 

２ 請負者   吹田市岸部中１丁目２４番１号 

         株式会社 大創 

          代表取締役 仲西 大 

 

３ 別途発注工事 

 （１）吹田市立自然の家大規模改修工事（電気設備工事） 

 （２）吹田市立自然の家大規模改修工事（機械設備工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 
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株 式 会 社 大 創

平成１５年　４月　１日
（２００３年）

平成１５年　４月　１日
（２００３年）

平成３０年　９月２１日
（２０１８年）

平成３１年　２月２８日
（２０１９年）

平成３１年　３月　１日
（２０１９年）

令和　２年　５月　１日
（２０２０年）

令和　４年　２月２１日
（２０２２年）

令和　７年　３月２８日
（２０２５年）

                                       （２）

大阪府知事許可（般－２）第１５３５０９号　建、大、左、
と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解
工事業

資本金増資　２，０００万円

大阪府知事許可（特－２）第１５３５１０号　土、建、大、
左、と、石、屋、タ、鋼、筋、し、板、ガ、塗、防、内、絶、
具、水、解　工事業

創
　
　
業
　
　
後
　
　
の
　
　
沿
　
　
革

営　業　の　沿　革

創　　　業

仲西塗装店　創業

大阪府知事許可（般－３０）第１５０５３８号　建、塗　工事
業

廃業　建、塗　工事業

株式会社大創設立　資本金８００万円
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発注者 請負金額（千円）

21,604 ～

21,569 ～

23,117 ～

35,577 ～

                                     （３）

吹田市立垂水保育園改修工事
（建築工事）

吹田市

令和　７年（２０２５年）　７月

令和　８年（２０２６年）　２月

工　事　経　歴　書

株 式 会 社 大 創

工　　事　　名 工　　　期

吹田市立中の島スポーツグラ
ウンド野球場ナイター施設
LED照明設備更新工事（建築
工事）

吹田市

令和　７年（２０２５年）　６月

令和　８年（２０２６年）　１月

吹田市立東佐井寺小学校教室
改修工事（建築工事）

吹田市

令和　６年（２０２４年）　６月

令和　６年（２０２４年）　９月

吹田市古江台市民ホール及び
吹田市古江台地区高齢者いこ
いの間改修工事

吹田市

令和　６年（２０２４年）１０月

令和　７年（２０２５年）　２月
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（単位  円） （単位　円）

１　流動資産 217,879,436 １　営業損益

２　固定資産 42,810,966 　(1)売上高 468,358,511

　(2)売上原価 370,728,708

　　　売上総利益 97,629,803

　　資産合計 260,690,402 　(3)販売費及び一般管理費 60,084,831

　　　営業利益 37,544,972

１　流動負債 73,683,744

２　固定負債 108,724,000

２　営業外損益

　　負債合計 182,407,744 　(1)営業外収益 3,834,219

　(2)営業外費用 1,258,979

１　資本金 20,000,000 　　　経常利益 40,120,212

２　利益剰余金 58,282,658

１　特別利益 15,365,554

２　特別損失 1,249,194

　　税引前当期純利益 54,236,572

　　純資産合計 78,282,658     法人税、住民税及び事業税 19,070,100

　　当期純利益 35,166,472

　　負債純資産合計 260,690,402

                                          （４）

                  至　令和 7年 2月28日

株式会社大創

貸借対照表 損益計算書

（令和 7年 2月28日現在）                   自　令和 6年 3月 1日

[資産の部] [経常損益の部]

[負債の部]

[純資産の部]

[特別損益の部]

66



方
位

工
事

場
所

：
滋

賀
県

高
島

市
今

津
町

南
生

見
吹

田
市

立
自

然
の

家
(も

く
も

く
の

里
)

J
R
近

江
今

津
駅

(
北

に
矢

印
を

付
す

)

付
近

見
取

図
　

1/
20

00
0

吹
田

市
立

自
然

の
家

大
規

模
改

修
工

事
（

建
築

工
事

）

0
50

0
10

00
ｍ

（５）
67



(北
に

矢
印

を
付

す
)

野
外

食
堂

Ｂ

納
屋

小
屋

倉
庫

屋
外

便
所

Ｂ

キ
ャ

ン
プ

場

至
国

道
3
03

号
線

屋
外

便
所

Ａ
雑

排
水

設
備

棟

40
ｍ

1
0

2
0

3
0

配
置

図
　
1
/1
5
00

0
凡

例

　
工

事
範

囲
を

示
す

工
　

事
　
概

　
要

改
修

延
床

面
積

構
造

3
,0

79
㎡

工
事

内
容

方
位

運
動

場

キ
ャ

ン
プ

場
施

設
棟

宿
泊

棟

納
屋

納
屋

広
場

本
館

プ
ロ

パ
ン

庫
ゴ

ミ
庫

野
外

食
堂

Ａ

鉄
筋

コ
ン

ク
リ
ー

ト
造

 
地

上
2階

地
下

1
階

 ほ
か

防
水

改
修

工
事

､外
壁

改
修

工
事

、
建

具
改

修
工

事
、

内
装

改
修

工
事

、
塗

装
改

修
工

事

（６）
68



5,750 5,750 5,750

5
,
7
5
0

8
,
6
2
5

5
,
7
5
0

5
,
7
5
0

5
,7
5
0

5
,
7
50

4,
0
0
0

9
,0
0
0

4
,
50
0
4
,
5
0
0
4
,
5
0
0
4
,
5
0
0

4,
5
0
0

4
,
50
0
4
,
5
00

4
,
5
0
0
4
,
5
0
0

2,000

3
,
0
00

0
10

2
0

3
0ｍ

凡
例

方
位

(北
に

矢
印

を
付

す
)

23
,
0
0
0

8
,
6
2
5

5,750

23,000

8
8
,5
0
0

8,000

6,000

9
,
0
0
0

倉
庫

1
女

子
浴

室
男

子
浴

室

廊
下

乾
燥

室
脱

衣
室

脱
衣

室

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

発
電

機
室

自
家

電
気

室

機
械

室

ﾄ
ﾞ
ﾗｲ

ｴ
ﾘｱ
便

所
男

子
便

所
女

子

ﾀ
ﾝ
ｸ室

燃
料

ﾗﾝﾄﾞﾘｰ

作
業

員

　
工

事
範

囲
を

示
す

ピ
ロ

テ
ィ

休
憩

室
ﾋ
ﾟﾛ

ﾃ
ｨ

便
槽

倉
庫

2～
4

倉
庫

地
下

１
階

平
面

図
　

1/
50

0

（７）

69



男
子

方
位

(北
に

矢
印

を
付

す
)

5,750 5,750 5,7501,500
5
,
7
50

3
,
6
7
5

1
,
50
0

6,000 6,0006,0006,500
2,000

14,00012,500

5
,
7
5
0

5
,
7
5
0

5
,7
5
0

5
,
7
50

4,
0
0
0

9
,0
0
0

4,
5
0
0

4
,5
00

4
,
5
0
0
4
,
5
0
0

9
,
0
00

4
,
5
00

4
,
5
0
0
4
,
5
0
0
4,
5
0
0
4
,5
0
0

0
10

2
0

3
0ｍ

15
,
2
5
0

9
,
3
2
5

2
,
0
0
0

24,500

5,750

4
,
50
0

9
4
,
5
0
0

4
,
50
0

１
階

平
面

図
　

1/
50

0

凡
例

廊
下

食
堂

研
修

室

体
育

室

倉
庫

7
宿

直
室

事
務

室

ﾎ
ｰ
ﾙ

ｽﾀ
ｯ
ﾌﾙ

ｰ
ﾑ

厨
房

宿
直

室
職

員
便

所倉
庫

6

廊
下

便
所

洗
面

所

女
子

便
所

ﾘﾈ
ﾝ
室

　
工

事
範

囲
を

示
す

ﾘ
ｰﾀ

ﾞ
ｰ

室

ﾊ
ﾞ
ﾙｺ

ﾆ
ｰ

下
足

室

医
務

室
宿

泊
室

1
～

4
12

 
　

1
1

宿
泊

室

宿
泊

室
5
～

1
0

玄
関

ﾎｰ
ﾙ

（８）
70



方
位

(北
に

矢
印

を
付

す
)

1,80023,0001,800
1
,8
0
0

9
,0
0
0

4,
5
0
0

4
,5
00

4
,
50
0
4
,
5
0
0
4
,
5
0
0

9
,
0
00

4
,
50
0
4
,
5
00

4
,
5
0
0
4
,
5
0
0
4,
5
0
0
4
,5
0
0

2
,
2
0
0

1
,8
0
0

1
,
80
0

6,000 6,0006,0006,500
2,000

14,00012,500

0
10

2
0

3
0ｍ

凡
例

1
,
8
0
0

23
,
0
0
0

23
,
0
0
0

9
4
,
5
0
0

職
員

便
所

倉
庫

8

吹
抜

廊
下

ﾎ
ｰﾙ

ﾘﾈ
ﾝ
室

室

廊
下

洗
面

所

男
子

便
所

廊
下

２
階

平
面

図
　

1/
50

0
　

工
事

範
囲

を
示

す

女
子

便
所

ﾘ
ｰﾀ

ﾞ
ｰ

宿
泊

室
1
3
～

1
6

宿
泊

室
1
7
～

2
2

宿
泊

室
2
4　

 2
3

（９）
71



8,0006,000

23
,
0
0
0

9
4
,
5
0
0

1,000 1,000

0
10

2
0

3
0ｍ

方
位

(北
に

矢
印

を
付

す
)

12,500 14,000

6
7
,
50
0

4,
0
0
0

屋
根

伏
図
　

1/
50

0

凡
例

1
,
80
0

　
工

事
範

囲
を

示
す

階
段

（１０）

72



3
0

0
10

2
0

ｍ

北
側

立
面

図
　
1
/5

00

西
側
立

面
図

　
1
/5

00
東

側
立

面
図

　
1
/5

00

南
側

立
面

図
　

1
/5

00

（１１）

73



74



75



76



 

議 案 第 5 4 号 参 考 資 料 

学校教育部教育未来創生室 

地域教育部放課後子ども育成室 
 
 

吹田市立千里第三小学校昇降機棟増築及び旧千里山西デイサービスセンター 

大規模改修ほか工事（建築工事）請負契約の一部変更について 

 
 

１ 工事名  吹田市立千里第三小学校昇降機棟増築及び旧千里山西デイサービスセンタ

ー大規模改修ほか工事（建築工事） 

 

２ 工事場所  吹田市千里山西２丁目１３番１号ほか 

 

３ 工期  令和７年（2025年）１２月２２日から令和９年（2027年）３月１５日 

 

４ 変更部分 請負金額 

  変更前  358,248,000円（うち消費税等の額   32,568,000円） 

 変更後  362,857,000円（うち消費税等の額   32,987,000円） 

 増 額    4,609,000円（うち消費税等の額     419,000円） 

 

５ 変更理由  

   国より要請通知を受けた賃金等の急激な変動に伴う工事請負契約書第２６条第６項

（インフレスライド条項）の適用により、請負金額を変更するもの。 
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議案第５５号参考資料 

地域教育部まなびの支援課 

福 祉 部 高 齢 福 祉 室 

 

 

吹田市吹一地区公民館及び吹田市吹一地区高齢者いこいの間建設工事（建築工事） 

請負契約の一部変更について 

  

 

１ 工 事 名  吹田市吹一地区公民館及び吹田市吹一地区高齢者いこいの間建設工事 

（建築工事） 

 

 

２ 工事場所  吹田市内本町２丁目 2905番１ 

   

 

３ 工  期  令和７年（2025年）７月２日から令和８年（2026年）７月 31日まで 

 

 

４ 変更内容  請負金額 

変更前   250,153,200円（うち消費税等額 22,741,200円） 

変更後   256,038,200円（うち消費税等額 23,276,200円） 

増額金額               5,885,000円（うち消費税等額          535,000円） 

 

 

５ 変更理由  国より要請通知を受けた賃金等の急激な変動に伴う工事請負契約書第２６条第

６項（インフレスライド条項）の適用により、請負金額を変更するもの。 
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議案第５６号参考資料  

地域教育部まなびの支援課  

 

吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事（建築工事）請負契約 

の一部変更について 

 

１ 概要 

 本年の５月定例会において「吹田市吹田東地区公民館大規模改修及び昇降機設置工事

（建築工事）請負契約の一部変更について」の議案で、地中障害による工事期間の延長に

伴う工期の変更のほか、この延長とインフレスライド条項適用による工事金額の増額に伴

う請負金額の変更の内容で提案する予定でしたが、昨年９月定例会に提案した当該工事請

負契約の締結の議案において、工期の終期に誤りがあったことが今般判明しました。 

 今回、工期の終期を令和８年９月30日から令和８年６月15日に正しく改める工事請負契

約の一部変更の議案を提案し、承認する議決を得られれば、その後、当初予定していた令

和８年６月15日から令和８年７月21日への工期の変更のほか、この工期の変更とインフレ

スライド条項適用に伴う工事請負金額の変更を行う工事請負契約の一部変更の議案を追加

提案させていただきたいと考えております。 

 

２ 経過 

⑴令和６年度 

関係部局との打合せ時点では令和８年（2026年）９月30日までの工期であった。 

⑵令和７年（2025年）５月27日 

  資産経営室が、契約検査室に工事の執行及び契約手続の依頼について起案し、まなび

の支援課に合議（工期の終期は、令和８年（2026年）６月15日） 

 ⑶令和７年９月定例会 

 工事の請負契約に係る議案について工期の終期を令和８年（2026年）９月30日までと

し提案・議決 

 ⑷令和８年５月定例会 

 地中障害による工期の延長とこの延長及びインフレスライド条項適用による工事費増

額に関する工事請負契約の一部変更議案を作成するものの、工期の誤認に気付かず、

工期の終期を令和８年（2026年）６月15日から７月21日へ変更する方向で準備 

 ⑸令和８年（2026年）５月14日 

議案書の完成時に、令和７年９月定例会で議決をいただいた工期の終期に誤りがあっ 

たことが判明 
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議案第５７号参考資料 

地域教育部文化財保護課 

 

 

重文旧西尾家住宅主屋ほか６棟建造物保存修理工事（Ⅰ期工事）請負契約の一部変更

について 

 

 

１ 工 事 名 重文旧西尾家住宅主屋ほか６棟建造物保存修理工事（Ⅰ期工事） 

 

２ 工事場所 吹田市内本町２丁目 15番 11号 

 

３ 変更部分 

（１）工期 

   変更前  令和４年（2022年）７月１日から令和 ９年（2027年）３月 15日まで 

   変更後  令和４年（2022年）７月１日から令和 10年（2028年）６月 30日まで 

（２）請負金額 

変更前   934,439,000円（うち消費税等額 84,949,000円） 

変更後  1,204,559,600円（うち消費税等額 109,505,418円） 

増額金額  270,120,600円（うち消費税等額 24,556,418円） 

 

４ 変更理由  解体工事や詳細な調査を進める中で、建物の一部が別の建物等と躯体の構造をなす 

柱を共有していることや、当住宅の改造の履歴等により文化財保護の観点から改変部

分を復原する必要があることのほか、一部の建物の経年劣化が想定以上に進んでいる

ことなどが判明したため、本工事での一体的な修理等による対応が必要なことから、

工事内容を一部変更し、工期及び請負金額をそれぞれ変更するものです。 
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（1） 

議案第５８号参考資料 

学校教育部保健給食室 

                 

 

 

吹田市立青山台小学校厨房用備品購入契約の締結について 

 

 

 備品購入概要 

 

（１） 食器消毒保管機                ３台 

 

（２） フードスライサー               １台 

 

（３） ガス回転釜                  ６台                      

 

（４） 立体炊飯器                  ４台 

 

（５） 冷凍庫                    １台 

 

（６） 冷蔵庫                    ２台 

 

（７） その他 

  

 

 

 

               学校教育部    
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（2） 

 

営 業 の 沿 革 

 

ＡＣＥ厨設株式会社 

 

創 業 
昭和 47 年 

（1972 年） 

創 

業 

後 

の 

沿 

革 

株式会社設立 株式会社エース厨房機器製作所 
昭和 50 年 

（1975 年） 

大阪府建設業許可を取得 
平成 3 年 

（1991 年） 

資本金を 1500 万円に増資 
平成 16 年 

（2004 年） 

吹田市江坂町から山田東に移転 
平成 20 年 

（2008 年） 

茨木営業所を設置 
平成 26 年 

（2014 年） 

吹田市山田東から青葉丘南に移転 
平成 26 年 

（2014 年） 

「 株 式 会 社 エ ー ス 厨 房 機 器 製 作 所 」 を                    

「ＡＣＥ厨設株式会社」に社名変更 

平成 26 年 

（2014 年） 

茨木営業所を分社化し、「エースフィールド株式会社」とし

法人登記 

平成 26 年 

（2014 年） 

 資本金 1,000 万円に減資 
平成 28 年 6 月

（2016 年） 
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（3） 

納 入 実 績 書 

ＡＣＥ厨設株式会社 

業務内容及び納入機器名 発注者 契約金額（円） 納入年月日 

冷水器 摂津市 5,566,000 
令和 6 年 7 月 

（2024 年） 

学校給食用フードスライサーほか

１点（三津屋小学校ほか１校）買

入 

大阪市 7,062,000 
令和 6 年 8 月 

（2024 年） 

吹田市立ことぶき保育園ほか

２園食洗器購入 
吹田市 12,628,000 

令和 6 年 12 月 

（2024 年） 

厨房用備品（食器洗浄機）購

入 
吹田市 7,678,000 

令和 6 年 12 月 

（2024 年） 

温冷配膳車 箕面市 5,478,000 
令和 6 年 12 月 

（2024 年） 

フードスライサー 高槻市 4,931,000 
令和 7 年 1 月

（2025 年） 

食洗消毒保管庫 豊中市  1,980,000 
令和 7 年 3 月

（2025 年） 

ガス回転釜ドライシステムユニッ

ト 
豊中市 2,200,000 

令和 7 年 3 月

（2025 年） 

吹田市立古江台小学校厨房用

備品購入 
吹田市  57,200,000 

令和 7 年 5 月

（2025 年） 

片山小学校厨房用備品（食器

洗浄機）購入 
吹田市 8,690,000 

令和 7 年 5 月 

（2025 年） 

藤白台小学校厨房用備品（食

器洗浄機）購入 
吹田市 8,690,000 

令和 7 年 5 月 

（2025 年） 

吹田市立千里山保育園ほか 2

園食器洗浄機購入 
吹田市 13,750,000 

令和 7 年 12 月

（2025 年） 

学校給食用ﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰほか 1 点

（西九条小学校ほか９校）買入 
大阪市 10,065,000 

令和 8 年１月

（2026 年） 

吹田市立山田第一小学校ほか 2 校厨

房用備品（食器消毒保管庫）購入 
吹田市 6,325,000 

令和８年２月

（2026 年） 
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（4） 

ＡＣＥ厨設 株式会社 

 

     貸借対照表                  損益計算書 

 

   （令和 7 年 6 月 30 日現在）          自  令和 6 年 7 月 1 日 

                           至   令和 7 年 6 月 30 日 

 

            （単位：百万円）            （単位：百万円） 

 

  

【資産の部】 

１ 流動資産           45 

２ 固定資産            24 

 

 

   資産合計           69 

【負債の部】 

１ 流動負債           11 

２ 固定負債           68 

 

 

   負債合計            79 

【純資産の部】 

１ 資本金            10 

２ 資本剰余金           0 

３ 利益剰余金         -20 

４ 自己株式            0 

５ 評価・換算差額等合計      0 

              

 

   純資産合計         -10 

 

   負債純資産合計       69 

【経常損益の部】 

１ 営業損益      

(1)売上高            165 

(2)売上原価           140 

  売上総利益          25 

(3)販売費および一般管理費 

                20 

  営業利益           4 

 

 

２ 営業外損益 

(1)営業外収益           1 

(2)営業外費用            1 

  経常利益            4 

【特別損益の部】 

１ 特別損益            0 

２ 特別損失           0 

   税引前当期純利益     4 

   法人税、住民税及び事業税 

                 0 

   法人税等調整額      0 

   当期純利益         4 
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(1) 

 

議案第５９号参考資料 

学校教育部教育センター 

 

 

 小学校用ＧＩＧＡ端末ｉＰａｄ購入契約の締結について 

 

 

１ 請負金額   ４３８，２４０，０００円 

 

２ 請負者    株式会社内田洋行 大阪支店 

         大阪市中央区和泉町２丁目２番２号 

         大阪支店長 岡野 清吾 

 

３ 備品購入概要   ｉＰａｄ端末一式    ８，０００台 

（内訳） 

端末本体  

キーボード 

ＭＤＭ（端末管理機能） 
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(2) 

 

 

営 業 の 沿 革 

 

 株式会社内田洋行 

創 業 
明治 43 年 

(1910 年) 

創 

業 

後 

の 
沿 

革 

内田洋行に商号を統一 
大正 6 年 

(1917 年) 

組織整備を行い、東京及び大阪に内田洋行を設立し、現在の 

当社の母体となる 

昭和 16 年 

(1941 年) 

札幌市に支店を設置 
昭和 21 年 

（1946 年） 

（東京）内田洋行と（大阪）内田洋行が合併 
昭和 25 年 

（1950 年） 

福岡市瓦町に福岡支店を設置 
昭和 26 年 

（1951 年） 

東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第二部に上場 
昭和 39 年 

（1964 年） 

東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部銘柄に指定 
昭和 44 年 

（1969 年） 

東京都中央区新川に本社を建設、移転 
昭和 46 年 

（1971 年） 

大阪証券取引所において貸借引取銘柄に選定 
昭和 58 年 

（1983 年） 

大阪市中央区に大阪支店（第 1 期工事）を建設、移転 
昭和 60 年 

（1985 年） 

福岡市博多区に九州支店を建設、移転 
平成元年 

（1989 年） 

東京証券取引所において貸借取引銘柄に選定 
平成 3 年 

（1991 年） 

東京都江東区潮見に事務所を賃借し、本部潮見オフィスを設

置。 

平成 7 年 

（1995 年） 
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(3) 

 

現在地に事務所を賃借し、九州支店を移転。 
平成 22 年 

（2010 年） 

現在地に新川第 2 オフィスを建設、東京地区の拠点を再配

置。 

平成 23 年 

（2011 年) 

現在地に北海道支店を移転。 
平成 25 年 

（2013 年） 

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所

の市場第一部からプライム市場に移行。 

令和 4 年 

（2022 年） 
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(4) 

 

納 入 実 績 書 

株式会社内田洋行 

業務内容及び納入機器名 発注者 契約金額（円） 納入年月日 

高島市校務支援システム更新 

（令和 7 年度分） 
滋賀県高島市 

総額 220,030,118 

うち令和 7 年度分 

63,201,028 

令和 8 年 3 月 

（2026 年） 

ICT 支援員配置業務 豊中市 113,520,000 
令和 8 年 3 月 

（2026 年） 

交野市就学事務システムの標

準化に係る就学事務システム

構築事業 

交野市 56,571,878 
令和 8 年 3 月 

（2026 年） 

ICT 支援員配置業務 京都府舞鶴市 14,520,000 
令和 8 年 3 月 

（2026 年） 

豊中市立学校学習者用タブレ

ット端末一式（iPad） 
豊中市 241,662,960 

令和 7 年 10 月 

（2025 年） 

令和 6 年度第 1 回大阪府 GIGA 

スクール構想の実現に係る学

習者用コンピュータ調達実施

業務（Dynabook 製 K70） 

箕面市 263,363,100 
令和 7 年 3 月 

（2025 年） 

児童・生徒・教員用 iPad 豊中市 10,363,100 
令和 7 年 3 月 

（2025 年） 

教育用 Windows 端末（GIGA ス

クール構想対応用）追加購入

（富士通製 Arrows Tab） 

吹田市 59,202,000 
令和 5 年 9 月 

（2023 年） 
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(5) 

 

株式会社内田洋行 

 

     貸借対照表                  損益計算書 

 

   （令和７年７月２０日現在）          自  令和６年７月２１日 

                          至  令和７年７月２０日 

 

（単位：百万円）            （単位：百万円）  

              

【経常損益の部】 

１ 営業損益      

(1)売上高       １５６，０６０ 

(2)売上原価      １２６，５９３ 

  売上総利益      ２９，４６７ 

(3)販売費および一般管理費 

            ２４，５２４ 

  営業利益       ４，９４３ 

 

 

２ 営業外損益 

(1)営業外収益       ４，８９８ 

(2)営業外費用         ７８６ 

  経常利益        ９，０５５ 

【特別損益の部】 

１ 特別損益       １，３５３ 

２ 特別損失           ０ 

   税引前当期純利益 １０，４０８ 

   法人税、住民税及び事業税 

             １，８８１ 

   法人税等調整額     ２７３ 

   当期純利益     ８，２５４ 

【資産の部】 

１ 流動資産       ８８，３１５ 

２ 固定資産       ４１，２８４ 

 

 

   資産合計     １２９，６００ 

【負債の部】 

１ 流動負債       ７３，１６５ 

２ 固定負債        ８，７８１ 

 

 

   負債合計      ８１，９４７ 

【純資産の部】 

１ 資本金         ５，０００ 

２ 資本剰余金       ３，８６２ 

３ 利益剰余金      ３２，６９５ 

４ 自己株式       △１，３５７ 

５ その他有価証券評価・換算差額等合計 

              ７，４５２ 

 

   純資産合計     ４７，６５３ 

 

   負債純資産合計  １２９，６００ 
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(6) 
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議案第 60 号参考資料 

福 祉 部 高 齢 福 祉 室 

 

吹田市介護老人保健施設の指定管理者の指定期間の変更について 

 

１ 施設の名称及び所在地 

（名 称） 吹田市介護老人保健施設 

（所在地） 大阪府吹田市片山町２丁目 13 番 25 号 

 

２ 指定管理者 

（団体名） 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団 

（所在地） 大阪府吹田市片山町２丁目 13 番 25 号 

（代表者） 理事長 春藤 尚久 

 

３ 指定期間 

令和６年（2024 年）４月１日から令和 11 年（2029 年）３月 31 日までを令和６年（2024

年）４月１日から令和９年（2027 年）９月 30 日までに変更する。 

 

４ 変更理由 

  吹田市介護老人保健施設の廃止及び事業譲渡に伴い、指定期間を変更するもの。 
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)
 

 

健
康
医
療
部
国
民
健
康
保
険
課

 

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
約
現
行
・
変
更
案
対
照
表

 

 
 

 
 
は
変
更
箇
所

 

現
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
行

 
変

 
 

 
 

 
更

 
 

 
 

 
案

 

 

（
広
域
連
合
の
経
費
の
支
弁
の
方
法
）

 

第
１
７
条

 
広
域
連
合
の
経
費
は
、
次
に
掲
げ
る
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。

 

（
１
）
～
（
３
）

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

（
４
）
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
交
付
金

 

 
 
（
５
）

 
 

 
 

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

 
 
２

 
 

 
 

 
 

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

 

（
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連
合
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支
弁
の
方
法
）
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１
７
条

 
広
域
連
合
の
経
費
は
、
次
に
掲
げ
る
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。

 

（
１
）
～
（
３
）

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

（
４
）
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
交
付
金

 

（
５
）

 
 

 
 

 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－

 

２
 

 
 

 
 

 
 
－
－
－
－
－
－
－
－
略
－
－
－
－
－
－
－
－
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(
 
1 
) 

議
案
第
６
２
号
参
考
資
料

 

水
道
部
企
画
室

 

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
規
約
現
行
・
変
更
案
対
照
表

 

 
 

 
 
は
変
更
箇
所

 

現
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
行

 
変

 
 

 
 

 
更

 
 

 
 

 
案

 

 別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

 

岸
和
田
市
、
八
尾
市
、
富
田
林
市
、
柏
原
市
、
高
石
市
、
藤
井
寺
市
、
泉
南

市
、
四
條
畷
市
、
大
阪
狭
山
市
、
阪
南
市
、
豊
能
町
、
能
勢
町
、
忠
岡
町
、
熊

取
町
、
田
尻
町
、
岬
町
、
太
子
町
、
河
南
町
、
千
早
赤
阪
村

 
 

 別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

 

岸
和
田
市
、
泉
大
津
市
、
八
尾
市
、
富
田
林
市
、
箕
面
市
、
柏
原
市
、
門
真

市
、
高
石
市
、
藤
井
寺
市
、
泉
南
市
、
四
條
畷
市
、
大
阪
狭
山
市
、
阪
南
市
、

豊
能
町
、
能
勢
町
、
忠
岡
町
、
熊
取
町
、
田
尻
町
、
岬
町
、
太
子
町
、
河
南

町
、
千
早
赤
阪
村
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議 案 第 ６３ 号 参考資 料 

総 務 部 危 機 管 理 室 

 

地域防災総合訓練における避難所宿泊体験訓練の実施について 

 

１ 事業の内容 

地域防災訓練は、これまで実働型訓練と体験型ブースを組み合わせ、市民参加型の形式

で実施してきました。特に避難所ブースでは、自主防災組織や協定締結機関と連携して避

難所関連の展示・体験を通じて、避難所の基本的なイメージを周知してきたところです。

しかしながら、実際の避難所は一時的な退避空間ではなく、被災者が一定期間共同生活を

送る応急的な居住空間であり、時間の経過とともに夜間環境や衛生管理、物資管理等、多

様な課題が顕在化します。このような避難所の状況について、令和６年能登半島地震を含

む過去の災害教訓を踏まえて内閣府では各種指針の改訂等を行い、発災直後からスフィア

基準（主要技術４分野：栄養、WASH、シェルター、保健）に沿った環境整備や避難生活の

改善に向けた訓練実施が推奨されています。 

そのため、本訓練では実際の避難生活に近い環境を再現した避難所宿泊体験訓練を実施

し、時間経過に伴う課題の把握と運営体制における役割分担について整理を行います。あ

わせて、参加者の健康状態や栄養状態の変化を観察・記録し、避難生活が身体に与える影

響を客観的に把握することを目的としています。さらに、これらの検証結果を踏まえ、本

市の避難所運営マニュアル作成指針の改定と地域で実施できる訓練モデルの試行を行い、

実効性の高い避難所運営モデルの構築と市内外への水平展開に繋げるものです。 

なお、実施に当たりましては、国の「防災力強化総合交付金」を活用予定です。 

 

２ 予算額 

 ⑴ 歳出予算 2,500千円  

（款）消防費（項）消防費（目）災害対策費 

（大事業）防災対策事業（小事業）防災対策事業 

節名称 予算額(千円) 積算及び説明等 
報償費 80 医師（52 千円×1 人） 

看護師（14 千円×2 人） 
需用費 313 段ボールベッド（10 千円×30 床） 

避難所受付用品等（13 千円） 
役務費 928 健康状態検査費用（5,800 円×160 人） 

委託料 1,179 報告書作成業務（787 千円） 
災害対応車両管理等（392 千円） 

 

⑵ 歳入予算（特定財源） 1,250 千円 

（款）国庫支出金（項）国庫補助金（目）消防費国庫補助金 

節名称 予算額(千円) 積算及び説明等 

防災力強化総合交付金 1,250 - 

 

３ 今後の予定 

令和８年（2026 年）７月 各種入札執行 

11 月 避難所宿泊体験訓練 

令和９年（2027 年）１月 報告書作成 

３月 関連マニュアル等の改訂方針の作成 
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(1) 

議 案 第 63 号 参 考 資 料 

福 祉 部 高 齢 福 祉 室 

 

吹田市介護老人保健施設の事業譲渡について 

 

１ 事業の内容 

吹田市介護老人保健施設について、施設の老朽化や利用率の低下を踏まえ、令和８年

（2026 年）３月 31 日に「吹田市介護老人保健施設及び一般財団法人吹田市介護老人保健

施設事業団の今後のあり方に関する方針」を策定しました。本市において、介護老人保健

施設の機能そのものは必要であるものの、その提供主体が公の施設である必要性は低下し

ていることから、公の施設としては廃止し、事業譲渡を前提に取組を進めることとしまし

た。 

 事業譲渡を行うため、譲渡先法人選定に係る委員報酬及び当該施設の指定管理者であ

り、本市の外郭団体である一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団（以下「事業団」

という。）が事業譲渡まで安定的にサービス提供を継続するために必要となる運営費負担

金に係る予算を提案するものです。 

 

２ 事業譲渡の公募条件概要 

入所者 継続利用を希望する入所者については全員引き継ぐことを原則とする。 

事業団職員 継続雇用を希望する職員については全員採用を原則とする。 

事業期間 介護老人保健施設として 10 年間運営する。（公有地売却による用途指定期間

及び買戻し特約期間の最長期間） 

その後 15 年間は介護老人保健施設含む介護保険施設として運営する。（基本

協定締結） 

土地・建物 土地建物の鑑定評価額である 479,000 千円（土地：302,728 千円、建物：

176,272 千円）を最低売却価格とし、価格審査を行うこととする。建物につ

いては現状有姿で引き渡す。 

※建物については、建設当初に国庫補助金が交付されているため、約 1,500 千円を上限に国庫

納付金が発生する。 

※土地建物の売払収入については、令和９年度（2027 年度）当初予算に計上予定。 
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(2) 

３ 事業団の経営状況（一般正味財産の推移） 

（単位：円） 

 令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

経常収益 

（a） 
518,737,975 550,214,907 552,211,009 554,651,465 630,573,309 

経常費用 

（b） 
545,459,655 548,353,238 578,579,769 602,660,775 601,559,984 

評価損益等

（c） 
▲3,568,050 ▲4,300,000 ▲4,210,000 ▲7,950,000 ▲2,730,000 

当期経常外 

増減額（d） 
0 7,496 ▲722,000 289,821 0 

当期一般正味

財産増減額 

（a-b+c+d） 

▲30,289,730 ▲2,430,835 ▲31,300,760 ▲55,669,489 26,283,325 

一般正味財産 

期末残高 
89,923,924 87,493,089 56,192,329 522,840 26,806,165 

※一般正味財産…貸借対照表における正味財産のうち、指定正味財産（寄付金や補助金等の使

途が指定された財産）以外のもの。 

※令和７年度（2025 年度）経常収益は本市からの運営費負担金 90,000 千円を含む。 

 

４ 予算額 

 ⑴ 歳出予算 200,168千円 

（款）民生費（項）社会福祉費（目）老人福祉費 

（大事業）介護保険サービス整備等事業（小事業）介護保険施設管理事業 

節名称 予算額(千円) 積算及び説明等 

報酬 168 介護保険施設等選定委員会報酬 

8,400 円×５名×４回 

負担金、補助及び交付金 200,000 事業団に対する運営費負担金 
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(3) 

５ 経過及び今後の予定 

令和８年（2026 年）１月 

企画会議（①公の施設としての廃止②民間事業者へ

の事業譲渡を進める③やむを得ず事業譲渡が成立し

ない場合は、事業廃止を検討の方向性を確認） 

３月 

吹田市介護老人保健施設及び一般財団法人吹田市介

護老人保健施設事業団の今後のあり方に関する方針

策定 

４月 
公共施設最適化推進委員会（事業譲渡に伴い、土地

建物に関しては有償譲渡する方向性を確認） 

５月～６月 

市議会定例会 

・補正予算案（運営費負担金、選定委員報酬） 

・吹田市介護老人保健施設条例の廃止 

・指定管理者の指定期間変更 

８月 事業譲渡に係る公募開始 

12 月 譲渡先法人決定 

令和９年（2027 年）１月 譲渡先法人と譲渡に係る基本協定締結 

２月～９月 譲渡先法人による引継ぎ、開設に係る諸手続き 

７月 
市議会定例会 

・不動産（建物）の処分 

10 月 譲渡先法人での運営開始 
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